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令和７年４月から

子ども医療費助成制度が改正されます！

医療機関窓口で自己負担分を支払うことなく病院を受診できます。

医療費助成の方法を「自動償還払い方式」から「現物給付方式」に変更することで、

医療機関・薬局などの窓口で、医療費自己負担分を支払うことなく、医療サービスを

受けることができるようになります。（※保険適用診療に限る）

これまでは「自動償還払い方式」

医療機関窓口で一度自己負担分を支払い、後日、市から指定口座に助成金を振り込み。

これからは「現物給付方式」

日置市の受給資格者証を提示することで、県内医療機関窓口での自己負担分の支払い

が無くなります。日置市が、審査機関を通じて医療機関に医療費を支払います。

対象範囲

非課税世帯の子ども（０歳～１８歳に達する日以後最初の３月３１日まで）に加え、

課税世帯の子ども（０歳～１５歳に達する日以後の最初の３月３１日まで）が
現物給付（医療機関窓口での自己負担無し）になります。

令和７年４月１日から、医療機関・薬局などで
窓口無償化がスタートします。

お問い合わせ先

日置市こども未来課子育て支援係

TEL：099-201-3421
〒899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

改正の主なポイント

Ｑ 今回の改正で何か手続きは必要？

手続きは必要ありません。令和７年３月末に新たな受給資格者証が日置市から
送付します。令和７年４月１日からは新たな受給資格者証をご使用ください。

Ｑ 対象となる医療費は？

保険適用となる入院（食事費用は除く）、通院（歯科含む）、調剤、訪問介護な

どの費用です。保険適用外の費用や、任意の予防接種費用は対象外です。

Ｑ 受給資格者証を忘れた場合は？ 県外の医療機関を利用したときは？

一度自己負担分の支払いが必要です。自己負担分を支払った際の領収書を持って、

市役所窓口で医療費の支給申請を行っていただく必要があります。


